
２．栄養機能食品 
 

全般的事項 
 

（問１１） 栄養機能食品とは、どのような食品か。また、栄養機能食品と称

して販売するには、どのような規定があるのか。 

 

（答） 

 栄養機能食品は、食品衛生法施行規則第５条第１項第１号シに次のように規

定されている。 

 

「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養

成分の機能の表示をするもの（生鮮食品（鶏卵を除く。）を除く。）」 

 

 具体的には、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・

補完を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生

活を行うことが難しく、１日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・

補完のために利用する食品である。 

 栄養機能食品と称して販売するには、食品衛生法施行規則第５条第１項第１

号シ、栄養機能食品の表示に関する基準（平成１３年３月２７日厚生労働省告

示第９７号）、栄養表示基準（平成８年５月２０日厚生省告示第１４６号）の規

定に従わなければならない。 

 なお、栄養機能食品と称して販売するには、先の規定を満たす必要があり、

規定を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、

製造・販売することが可能である。 

 

（参照） 

「保健機能食品制度の創設について」平成１３年３月２７日医薬発第２４４号

厚生労働省医薬局長通知 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知 

 

 

 



（問１２） 栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品はどのよ

うなものか。 

 

（答） 

 栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、次のミネラル類２

種類とビタミン類１２種類のいずれかについて、栄養機能食品の規格基準に適

合したものである。規格基準に適合するとは、１日当たりの摂取目安量に含ま

れる栄養成分量が規格基準の下限量と上限量の範囲内にあり、当該栄養成分の

機能表示に併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示する

ことをさす（栄養機能食品の表示に関する基準別表及び栄養表示基準別表第１

の２参照）。 

 

ミネラル類 カルシウム、鉄 

ビタミン類 

ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、ビタ

ミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＢ１２、ビ

タミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、葉酸 

 

（参考） 

「保健機能食品制度の創設について」平成１３年３月２７日医薬発第２４４号

厚生労働省医薬局長通知 

「保健機能食品制度の創設に伴う取扱い及び改正等について」平成１３年３月

２７日食新発第１７号厚生労働省医薬局食品保健部企画課新開発食品保健対策

室長通知 

 

 

 

（問１３） 栄養機能食品の栄養機能を表示できる栄養成分の選定は、どのよ

うにして決められたのか。 

 

（答） 

 栄養機能食品の栄養機能を表示できる栄養成分の選定は、栄養機能食品創設

の目的から、食品に本来含有される成分で、人体で利用されるものを基本とし

て選定された。 

 


